
 

  
継続異動とは、被共済職員が、共済契約者間で異動（移籍）する場合に、当共済制度上では退職

とせずに、被共済職員期間を通算する制度で、条件は次のとおりです。 

① 異動（移籍）は、共済契約者の業務上の都合によるものであること。 

② 共済契約者の間で被共済職員の異動（移籍）の合意が事前に出来ていること。 

③ １日も間が空かない異動であること。 

④ 異動後速やかに、「共済契約者間継続職員異動届」を不備なく提出できること。 

 ※条件を満たさない場合、取り扱いができません。 

 ※新規に加入させない旨の届出を行った施設は、異動後の勤務先施設にはできません。 
 
 

記入・提出上の留意点は次のとおりです。 

（１）職種番号 

「職種」欄には、以下の職種番号の区分により「名称」及び「番号」を記入してください。 

その他の職員（職種番号１４）については、具体的な職名を記入してください。 

 

 

（２）提出方法 

異動後の共済契約者が、機構あてに提出してください。 



 

 

  


